
設計図書等に関する質疑応答書 

令和 ８年 ５月２８日 

  鹿児島市長 殿 

 

                    住    所  

                    商号又は名称  

                    代 表 者 名  

                    担 当 者  

                    電 話 番 号        FAX 番号 

 このことについて、下記のとおり質問します。 

 工 事 名 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事 

 質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。） 

1. 明細書 P4 直接仮設 仮設間仕切りが 1 時間耐火となっていますが、廊下部床ｽﾗﾌﾞから天井面 

ｽﾗﾌﾞ迄の仮設間仕切りが必要でしょうか。又、壁 4 方耐火ｼｰﾘﾝｸﾞが必要でしょうか。又、ｱﾙﾐ製 

戸共と書いて有りますが、寸法.形状.個所数が不明です。積算根拠となる積上げ数量明細書を 

頂けないでしょうか。 

2. 明細書 P13 左官内部 壁モルタル塗り( 10m2 以下) 金ごて 内壁モルタル仕上げ厚 5 僅少 

(10m2 以下)と書いて有りますが、県単価表には内壁モルタル仕上げ 厚 20 僅少(10m2 以下) 

のみ公表価格が有ります。積算根拠は、厚 20 と考えて宜しいでしょうか。又、厚 5 の場合 

積算根拠となる積上げ数量明細書を頂けないでしょうか。 

3. 明細書 P18 内外装内部 防火上主要間仕切 壁無機質充填材 区画壁用指定材 10×10 と書いて 

有りますが、建築施工 P421 のﾎﾞｰﾄﾞ張り工事 壁 耐火間仕切り(1 時間耐火) 4 周(耐火ｼｰﾙ)処理 

(片面)と考えて宜しいでしょうか。又、異なる場合、積算根拠となる積上げ数量明細書を頂け 

ないでしょうか。 

4. 明細書 P25 共通仮設(積上)  仮設昇降口は、図面 A-09(②参考図)に平面断面図が書いて有り 

ますが、断面の床から H2m 部の仮囲いは、明細仮囲い 103m に含まれており、上部の単管 

+壁胴縁+耐水合板 t=12 の部分が 92.2 ㎡と考えて宜しいでしょうか。又、異なる場合、積算根拠 

となる積上げ数量明細書を頂けないでしょうか。 

 回   答 令和 ８年 ６月 １日  鹿児島市企画財政局財政部契約課 

1. 仮設間仕切りにつきましては、床ｽﾗﾌﾞから天井ｽﾗﾌﾞまでの設置及び耐火ｼｰﾘﾝｸﾞまでは想定しており 

ません。ｱﾙﾐ製戸の仕様につきましては、図面（A-10）に記載のとおり片開きﾌﾗｯｼｭ戸 750×1,800 で、 

個所数は 7 か所を想定しております。 

2. 貴見のとおりです。 

3. 材料費及び労務費等を基に建設工事標準歩掛により算出しております。 

4. 貴見のとおりです。 

 

 

 

 

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。 



設計図書等に関する質疑応答書 

令和 ８年 ５月２８日 

  鹿児島市長 殿 

 

                    住    所  

                    商号又は名称  

                    代 表 者 名  

                    担 当 者  

                    電 話 番 号          FAX 番号  

 このことについて、下記のとおり質問します。 

 工 事 名 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事 

 質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。） 

5. 明細書 P25 共通仮設(積上)  施設課保管下足箱設置.撤去は、一式となっています。作業員数 

及び運搬車両車種.運搬距離等が不明です。又、施設課保管場所の階数等により作業員数が変わ 

ります。何処から吉野小へ搬入し、何処へ返却するのでしょうか。積算根拠となる積上げ数量 

明細書を頂けないでしょうか。 

6. 明細書 P25 共通仮設(積上)  仮設渡り廊下用 W=1,800 設置日数 300 日 21.2 が、図面A-09 

(①参考図)に断面図が書いて有りますが、積算根拠となる積上げ数量明細書を頂けないで 

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 回   答 令和 ８年 ６月 １日  鹿児島市企画財政局財政部契約課 

5. 旧吉田小（西佐多町 53 番地）から搬出、同場所への返却とし、軽作業員 2 名で半日ずつ程度の作業 

を想定しております。 

6. 図面（A‐09）記載の仮設通路参考図をご参照の上、積算願います。 

 

 

 

 

 

 

 

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。 

 


